
宮 崎 県 公 報

宮崎県告示第 531号

青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法（

平成７年法律第２号）第５条第１項の規定により、宮崎県青年農業

者等育成センターを次のとおり指定した。

なお、宮崎県青年農業者等育成センターの指定（平成10年宮崎県

告示第 914号）は、廃止する。

平成19年６月７日

宮崎県知事 東国原 英 夫

宮崎県告示第 532号

道路法（昭和27年法律第 180号）第18条第１項の規定により、道

路の区域を次のとおり変更する。

なお、関係図面は、平成19年６月７日から平成19年６月21日まで

宮崎県県土整備部道路保全課において一般の縦覧に供する。

平成19年６月７日

宮崎県知事 東国原 英 夫

宮崎県告示第 533号

道路法（昭和27年法律第 180号）第18条第２項の規定により、道

路の供用を次のとおり開始する。

なお、関係図面は、平成19年６月７日から平成19年６月21日まで

宮崎県県土整備部道路保全課において一般の縦覧に供する。

平成19年６月７日

宮崎県知事 東国原 英 夫
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大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第２項の規

定により、大規模小売店舗の変更に関する届出があったので、届出

書その他関係書類を次のとおり縦覧に供する。

なお、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活

環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、本日

から４月以内に宮崎県知事に意見書を提出することができる。

平成19年６月７日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地

都城ショッパーズプラザ

都城市栄町4672番地 外７筆

２ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法

人にあっては代表者の氏名

株式会社ダイエー 代表取締役 西見 徹

兵庫県神戸市中央区港島中町四丁目１番１号

３ 変更しようとする事項

茨 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

臼 駐車場の位置及び収容台数

（変更前） 店舗敷地内建物南側 210台

店舗敷地内建物西側 19台

店舗敷地内建物屋上 339台

店舗敷地内建物北側 330台

合計 898台

（変更後） 建物敷地南側 209台

建物西側 19台

建物屋上部 306台

合計 534台

４ 変更する年月日

平成20年２月１日

５ 変更する理由

当該店舗の建て替えを実施するため

６ 届出年月日

平成19年５月31日

７ 届出書その他関係書類の縦覧場所及び期間

茨 場所

宮崎県商工観光労働部地域産業振興課、宮崎県西臼杵支庁総

務課、宮崎県日南商工労政事務所、宮崎県都城商工労政事務所

及び宮崎県延岡商工労政事務所

芋 期間

平成19年６月７日から平成19年10月９日まで

８ 意見書の提出先及び期間

茨 提出先

宮崎県商工観光労働部地域産業振興課

芋 期間

平成19年６月７日から平成19年10月９日まで

９ 意見書の記載事項

意見書には、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地

域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見ととも

に、意見書提出者の氏名又は名称及び住所並びに当該大規模小売

店舗の名称を日本語により記載すること。

土地改良法（昭和24年法律第 195号）第95条第３項において準用

する同法第10条第１項の規定により、川越九州男ほか14名が共同し

て行う土地改良事業（柿木原地区、元気な地域づくり交付金）の施

行を認可した。

平成19年６月７日

宮崎県知事 東国原 英 夫

土地改良法（昭和24年法律第 195号）第96条の２第５項において

準用する同法第10条第１項の規定により、宮崎市が行う土地改良事

業（六反田地区、ため池等整備事業）の施行に同意した。

平成19年６月７日

宮崎県知事 東国原 英 夫

建設業法（昭和24年法律第 100号）第29条第１項の規定により、

建設業者許可を次のとおり取り消した。

平成19年６月７日

宮崎県知事 東国原 英 夫

（別表）

46番地先ま

で

訓 令訓 令 甲甲

宮 崎 県 職 員 表 彰 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令 を こ こ に 公 表 す る 。

平 成 十 九 年 六 月 七 日

宮 崎 県 知 事 東 国 原 英 夫

訓 令 甲 第 十 九 号

本 庁

各 出 先 機 関

宮 崎 県 職 員 表 彰 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令

宮 崎 県 職 員 表 彰 規 程 （ 平 成 元 年 訓 令 甲 第 十 号 ） の 一 部 を 次 の よ う

に 改 正 す る 。

第 三 条 第 一 項 中 「 又 は 出 納 長 」 を 削 る 。

第 六 条 第 三 項 中 「 、 出 納 長 」 を 削 り 、 「 及 び 土 木 部 長 」 を 「 、 県

土 整 備 部 長 及 び 会 計 管 理 者 」 に 改 め る 。

第 十 条 を 次 の よ う に 改 め る 。

（ 表 彰 式 ）

第 十 条 表 彰 式 は 、 総 務 部 が 主 催 す る 。 た だ し 、 表 彰 式 の 運 営 上 必

要 と 認 め ら れ る 場 合 は 、 各 部 局 が 表 彰 式 を 主 催 す る こ と が で き る 。

附 則

こ の 訓 令 は 、 公 表 の 日 か ら 施 行 す る 。

公公 告告

処分をした年月日
処分の原因と

なった事実

処分の内容処分を受けた建設業者

取り消した業種
許可の
区分

主たる営業
所の所在地

代表者の氏名商号又は名称許可番号

平成19年４月27日
（一部廃業）

平成19年４月
27日付けで廃
業した旨の届

管工事業一般宮崎県都城
市高城町石
山１９０９－９

馬渡 耕一禍大興建設宮 崎 県 知 事 許 可
(般－19)第 155号
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平成19年４月２日
（全廃業）

平成19年４月
２日付けで廃
業した旨の届

建築工事業、大工工
事業

特定宮崎県宮崎
市堀川町７

宮田 利雄禍宮田工業宮 崎 県 知 事 許 可
(特－17)第 194号

平成19年４月２日
（全廃業）

平成19年４月
２日 〃

内装仕上工事業一般宮崎県宮崎
市堀川町７

宮田 利雄禍宮田工業宮 崎 県 知 事 許 可
(般－17)第 194号

平成19年３月28日
（全廃業）

平成19年３月
28日 〃

土木工事業、とび・
土工工事業、ほ装工
事業

一般宮崎県児湯
郡高鍋町大
字持田１９３７

温水 重徳禍温水建設宮 崎 県 知 事 許 可
(般－16)第 619号

平成19年４月５日

（一部廃業）
平成19年４月
５日 〃

管工事業一般宮崎県串間
市大字南方
１６３９

河野 良人珂南海組宮 崎 県 知 事 許 可

(般－14)第 672号

平成19年４月17日
（一部廃業）

平成19年４月
17日 〃

管工事業特定宮崎県小林
市大字真方
１０５９－２７

中村 博文珂丸山工務店宮 崎 県 知 事 許 可
(特－17)第 848号

平成19年４月９日
（全廃業）

平成19年４月
９日 〃

とび・土工工事業一般宮崎県宮崎
市大字恒久
３３７－１

坂本 英光東洋開発工業
珂

宮 崎 県 知 事 許 可
(般－17)第2723号

平成19年４月26日
（全廃業）

平成19年４月
26日 〃

建築工事業、大工工
事業

一般宮崎県宮崎
市大塚町天
神後２６８３

村田 忠志村田工務店宮 崎 県 知 事 許 可
(般－14)第2920号

平成19年４月11日
（全廃業）

平成19年４月
11日 〃

管工事業一般宮崎県宮崎
市大工３－
８４

菊池 次郎禍キクチ冷熱
工業

宮 崎 県 知 事 許 可
(般－14)第3621号

平成19年４月９日
（全廃業）

平成19年４月
９日 〃

土木工事業、とび・
土工工事業

一般宮崎県児湯
郡高鍋町大
字南高鍋８１
７３

間野 郁朗禍間野産業宮 崎 県 知 事 許 可
(般－17)第3652号

平成19年４月11日
（一部廃業）

平成19年４月
11日 〃

建築工事業、大工工
事業

一般宮崎県都城
市栄町12－
３－４

首藤 順一珂首藤組宮 崎 県 知 事 許 可
(般－17)第4190号

平成19年４月24日
（全廃業）

平成19年４月
24日 〃

電気工事業、管工事
業、水道施設工事業

一般宮崎県児湯
郡新富町大
字新田５８２１
－８

菊池 和儀菊池電気商会宮 崎 県 知 事 許 可
(般－14)第4586号

平成19年４月24日
（全廃業）

平成19年４月
24日 〃

土木工事業、とび・
土工工事業、ほ装工
事業、水道施設工事
業

一般宮崎県延岡
市宮長町 1

37－１

小椋 千年小椋産業宮 崎 県 知 事 許 可
(般－17)第5345号

平成19年４月12日
（全廃業）

平成19年４月
12日 〃

建具工事業一般宮崎県延岡
市石田町４１
００－１

久木野 浩久木野建具店宮 崎 県 知 事 許 可
(般－14)第6608号

平成19年４月17日
（一部廃業）

平成19年４月
17日 〃

大工工事業、左官工
事業、とび・土工工
事業、内装仕上工事
業

一般宮崎県宮崎
市中村東１
－３－１３

湯浅 松雄富国建設工業
珂

宮 崎 県 知 事 許 可
(般－17)第7981号

平成19年４月26日
（全廃業）

平成19年４月
26日 〃

建築工事業、大工工
事業

一般宮崎県都城
市乙房町３１
３１－１

宮山 春男宮山建築宮 崎 県 知 事 許 可
(般－14)第8553号

平成19年４月16日
（全廃業）

平成19年４月
16日 〃

管工事業一般宮崎県都城
市蓑原町８０
０９－１

安本 隆己珂富士冷機宮 崎 県 知 事 許 可
(般－17)第8711号

平成19年４月27日
（全廃業）

平成19年４月
27日 〃

土木工事業、とび・
土工工事業、ほ装工
事業、水道施設工事
業

一般宮崎県延岡
市中町２－
１－３

染矢 美敏珂東九宮 崎 県 知 事 許 可
(般－14)第 10736号

平成19年４月９日
（一部廃業）

平成19年４月
９日 〃

綱構造物工事業、ほ
装工事業、水道施設
工事業

一般宮崎県宮崎
市大字浮田
字塚田１１６５
－１

荻原 文徳禍三大技研宮 崎 県 知 事 許 可
(般－14)第 11601号
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測量法（昭和24年法律第 188号）第14条第１項の規定により、基

本測量の実施について、国土交通省国土地理院長から次のとおり通

知があった。

平成19年６月７日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 作業の種類

基本測量（ジオイド測量）

２ 作業地域

日向市、串間市、南那珂郡北郷町、児湯郡川南町、

西臼杵郡日之影町

３ 作業期間

平成19年６月18日から平成19年10月31日まで

落札者等の公告

随意契約の相手方を決定したので、次のとおり公示する。

平成19年６月７日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 随意契約に係る調達件名及び数量

光ファイバ心線賃貸借及び保守業務 一式

２ 契約に関する事務を担当する部局等

宮崎県地域生活部情報政策課情報企画担当 宮崎市橘通東２丁

目10番１号

３ 随意契約の相手方を決定した日

平成19年４月１日

４ 随意契約の相手方の氏名及び住所

九州通信ネットワーク株式会社 福岡市中央区天神１丁目12番

20号

５ 随意契約に係る契約金額

129,843,000円

６ 随意契約によった理由

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める

政令（平成７年政令第 372号）第10条第１項第２号に該当

落札者等の公告

随意契約の相手方を決定したので、次のとおり公示する。

平成１９年６月７日

宮崎県病院局長 植木 英範

１ 随意契約に係る調達件名及び数量

電子カルテシステム運用保守業務委託 一式

２ 契約に関する事務を担当する部局等

宮崎県病院局経営管理課経営企画担当 宮崎市橘通東１丁目９

番１０号

３ 随意契約の相手方を決定した日

平成１９年４月１日

４ 随意契約の相手方の氏名及び住所

富士通株式会社 神奈川県川崎市中原区上小田中４丁目１番１

号

５ 随意契約に係る契約金額

５９，９１３，０００円

６ 随意契約によった理由

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める

政令（平成７年政令第３７２号）第１０条第１項第２号に該当

平成 19年 ６ 月 ７ 日（木曜日） 第 1885号
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平成19年４月20日
（全廃業）

平成19年４月
20日付けで廃
業した旨の届

建築工事業、大工工
事業

一般宮崎県日向
市大字富高
６４２９－６

今村 貴典禍たか設計宮 崎 県 知 事 許 可
(般－16)第 11962号

病院局公病院局公告告

正正 誤誤

平 成 十 九 年 三 月 三 十 日 付 け 県 公 報 （ 号 外 第 3 9 号 ） 中
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別 記 様 式 第 一 六 号 中 「 」 を 「 」 に 改

め る 。

教科 教科・特別支援教育領域 別 記 様 式 第 一 六 号 中 「 」 を 「 」 に 改

め る 。
附 則

こ の 規 則 は 、 平 成 十 九 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

教科 教科・特別支援教育領域
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